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ＩＴを活用した重要事項説明（ＩＴ重説）について

●社会実験を経て、平成29年10月より本格運用開始。
●すべての宅建業者･宅建士について実施マニュアルに基づくＩＴ重説の実施が可能（事前登録等は不要）。
●本格運用開始以降、ＩＴ重説専用のシステムサービスを提供する主な事業者による専用システムを介して実施された
ＩＴ重説の実施件数の合計（累計）は59,709件（令和元年12月末日現在）。

【本格運用】賃貸取引におけるＩＴ重説

【社会実験】①売買取引におけるＩＴ重説、②賃貸取引における重要事項説明書等の電子書面交付

実施前の責務

○ＩＴ環境の確認

○重要事項説明書等の事前送付

○重要事項説明書等の電子書面
の作成・交付

○情報管理

実施後の責務

・定期報告(月次での実施回数)

・随時報告(トラブル等)

○国土交通省等への資料提出等の対応

○録画・録音の実施

○宅建士証の提示

○電子書面交付されたファイルの確認

実施中の責務

○実施報告
○説明の相手方の本人確認

○同意書の作成・取得

○アンケートの回収○電子書面交付による説明

○ＩＴ重説の実施

※宅建士が記名押印した重要事項説明書等の書面（紙）の送付は必ず行う。

●実施期間、登録事業者（宅建業者）
①売買取引におけるＩＴ重説 【５９社】
法人間売買取引（Ｈ27.8.31～R2.9.30）
個人を含む売買取引（Ｒ1.10.1～R2.9.30）

②賃貸取引における電子書面交付 【１１３社】
電子書面交付（Ｒ1.10.1～Ｒ1.12.31）

●活用する情報ツール
【電子書面の交付】電子署名サービス等を利用
【ＩＴ重説の実施】テレビ会議システムやテレビ電話（スカイプ）等

●検証方法：アンケート調査を実施
＜重説直後に実施＞説明の相手方、宅建士

＜３か月後【売買のみ】＞説明の相手方、宅建士、売主

宅建士

説明の相手方

説明

質問

宅建士 説明の相手方

実 施 方 法（赤字は電子書面交付の社会実験にのみ適用される項目）

【説明画面イメージ】



賃貸取引におけるＩＴ重説の本格運用の開始について

本格運用の概要

○ 活用する情報ツール： テレビ会議等（テレビ会議システムやテレビ電話（スカイプ）等）

○ 開始時期 ： 平成2９年１０月１日（日）より開始
○ 対象とする取引 ： 賃貸契約に関する取引に限定 ※ 売買取引については対象外。

ＩＴ重説において遵守すべき事項

○双方向でやりとりできるＩＴ環境の整備

図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映
像を視認でき、双方が発する音声を十分に聞き取れるＩＴ環境

○重要事項説明書等の事前送付

宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書等を事前に送付

○重要事項説明書等の準備とＩＴ環境の確認

説明の開始前に相手方の重要事項説明書の準備とＩＴ環境を確認

○宅地建物取引士証の提示と確認

宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示し、相手方が画面上で
視認できたことを確認

○ＩＴ環境に不具合があれば中断

説明の開始後に映像、音声に不具合があれば直ちに中断

○ＩＴ重説実施に関する関係者からの同意
説明の相手方、物件の貸主等の関係者から書面等での同意取得

○相手方のＩＴ環境の確認
相手方がＩＴ重説を希望した場合に相手方のＩＴ環境を事前確認

○説明の相手方の本人確認
相手方が契約当事者本人又はその代理人であることの確認

○必要に応じて内覧の実施
トラブル回避のため、必要に応じて内覧の実施を勧める

○録画・録音した場合の対応
録画・録音する場合は宅建業者と相手方の双方了解のうえ実施

○個人情報保護法に関する対応
録画・録音した場合を含めて、関係者の個人情報が含まれるため

適切な管理が必要

ＩＴ重説において留意すべき事項

「賃貸取引に係るＩＴを活用した重要事項説明実施マニュアル」の策定

ＩＴ重説相談窓口の開設
○ 賃貸取引の本格運用にあたって、トラブル等に備えるとともに適正かつ円滑な実施に資するため、
相談窓口を国土交通本省及び地方整備局等に開設。

その他、ＩＴ重説の具体的な手順・工夫事例の紹介・ＦＡＱ等で構成



実 施 方 法

法人間売買取引におけるＩＴ重説の社会実験について

○実施期間 ： 平成27年8月31日～

社会実験の概要

○活用する情報ツール： テレビ会議等（テレビ会議システムやテレビ電話（スカイプ）等）
○対象とする取引 ： 法人間売買取引

実施前の責務

・説明の相手方

・売主

○ＩＴ環境の確認

○重要事項説明書の

事前送付

○情報管理

実施後の責務

・定期報告(月次での実施回数)

・随時報告(トラブル等)

○国土交通省等への資料

提出等の対応

○録画・録音の実施

○宅地建物取引士証の提示

○ＩＴ重説の実施

実施中の責務

○同意の取得

○実施報告

＜重説直後＞

説明の相手方、取引士

＜重説から３か月後＞

説明の相手方、宅建業者、

売主

取引士

説明の相手方

説明する取
引士も含め
録画対象

○説明の相手方の本人確認説明の相手方が利用する
機器やソフトウェアがＩ
Ｔ重説実施可能か確認。

※証跡が残る方法であれば、
メールでも可能。

取引士 説明の相手方

説明

質問

○アンケートの回収



実 施 方 法

社会実験の概要

○実施期間 ：令和元年１０月１日～令和２年９月３０日（１年間実施）
○対象とする取引 ：個人を含む売買取引（対象物件の制限は設けない）
○活用する情報ツール ：テレビ会議等（テレビ会議システムやテレビ電話（スカイプ）等）
○検証方法 ：宅地建物取引士、説明の相手方及び売主に対するアンケート調査等の結果に基づき、

「ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」にて検証

実施前の責務

・説明の相手方

・売主

○ＩＴ環境の確認

○重要事項説明書等の

事前送付

○情報管理

実施後の責務

・定期報告(月次での実施回数)

・随時報告(トラブル等)

○国土交通省等への資料

提出等の対応

○録画・録音の実施

○宅地建物取引士証の提示

○ＩＴ重説の実施

実施中の責務

○同意の取得

○実施報告

＜重説直後＞

説明の相手方、取引士

＜重説から３か月後＞

説明の相手方、宅建業者、

売主

取引士

説明の相手方

説明する取
引士も含め
録画対象

○説明の相手方の本人確認説明の相手方が利用する
機器やソフトウェアが
ＩＴ重説実施可能か確認。

※証跡が残る方法であれば、
メールでも可能。

取引士 説明の相手方

説明

質問

○アンケートの回収

個人を含む売買取引におけるＩＴ重説の社会実験について



実 施 方 法（赤字がＩＴ重説の実施に加えて電子書面交付により追加される項目）

社会実験の概要

○実施期間：令和元年１０月１日～１２月３１日（３月間実施）
○対象取引：賃貸取引（対象物件の制限は設けない）
○実施方法：ＩＴ重説により実施
○活用ツール：（電子書面の交付）電子署名サービス等を利用

（ＩＴ重説の実施）テレビ会議等（テレビ会議システムやテレビ電話（スカイプ）等）

実施前の責務

・説明の相手方

○ＩＴ環境の確認

○重要事項説明書等の

事前送付

○重要事項説明書等の

電子書面交付

○情報管理

実施後の責務

・定期報告(月次での実施回数)

・随時報告(トラブル等)

○国土交通省等への資料

提出等の対応

○録画・録音の実施

○宅地建物取引士証の提示

○電子書面交付されたファイ

ルの確認

実施中の責務

○実施報告

＜重説直後に実施＞

説明の相手方、取引士

取引士

説明の相手方

説明する取
引士も含め
録画対象

○説明の相手方の本人確認

説明の相手方が利用する
機器やソフトウェアがＩ
Ｔ重説実施可能か確認。

※証跡が残る方法であれば、
メールでも可能。

○同意書の作成・取得
○アンケートの回収

賃貸取引における重要事項説明書等（35条、37条書面）の
電磁的方法による交付に係る社会実験について

○電子書面交付による説明

○ＩＴ重説の実施

※宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書等の書面（紙）による交付は必ず行う。



ＩＴ重説及び書面の電子化に係る社会実験の全体スケジュール

2019.2

2019.4

7月～
社会実験の
周知・広報

3月～6月
社会実験のルールの

検討・調整・ガイドライン作成

2019.10

2019.7

10月１日 社会実験開始

3月～6月
社会実験のルールの

検討・調整・ガイドライン作成

7月～
社会実験の
周知・広報

7月中旬～8月中旬
社会実験参加事業社

の募集等

2020.3

③IT重説
（個人を含む売買）

④電子書面交付
（賃貸）

３
月
間
実
施

2020年3月以降 ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会

1
年
間
実
施

10月１日 社会実験開始

2019年2月 ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会

継

続

実

施

7月中旬～8月中旬
社会実験参加事業
社の募集等

本

格

運

用

②IT重説
（法人間売買）

①IT重説
（賃貸）

2017.10から
本格運用

2015.8から
社会実験中

2019.10から
社会実験開始

2019.10～2019.12
社会実験実施

2015.8～2017.1
社会実験済
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